
船舶事故等調査報告書 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第１８０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年６月１２日 １８時５０分ごろ 

発生場所 来島
くるしま

海峡航路東口北東沖約６海里 六ツ瀬
む つ せ

灯標から真方位１５４°５,４

００ｍ付近（概位 北緯３４°０９.０′ 東経１３３°０９.３′） 

事故等調査の経過  平成２１年６月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 日新
にっしん

、１２９トン 

   １３６７８８、新菱海運株式会社 

Ｂ はしけ 新菱
しんびし

１号、１,６２３トン 

   なし、月星海運株式会社 

Ｃ 漁船 蛭子
えびす

丸、４.９９トン 

   ＥＨ３－４３８９１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士、四級海技士（航海） 

Ｃ 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾ハンドレール曲損、操舵機室エア抜き配管曲損 

Ｃ 船首張り出し部圧懐 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、Ｂ船を押して今治市梶島北方約１.７

海里を香川県坂出港に向け北東進中、Ｃ船は、宮ノ窪瀬戸南東沖を漁場に

向け南南東進中、来島海峡航路東口北東沖において、平成２１年６月１２

日１８時５０分ごろ、Ａ船の左舷船尾部とＣ船の船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 日没時刻は１９時２０分。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 航海士Ａは、来島海峡航路東口北東沖を北東進

中、Ｃ船を認めていたが、レーダー画面のＣ船の航

跡が自船の船尾方を向いていたことから、レーダー

画面から目を離し、海図台付近で前方に背を向けて

書類整理を行い、見張りを行っていなかったため、

間近に迫ったＣ船を視認し、汽笛による注意喚起を

行ったが、避航措置をとることができなかったもの

と考えられる。 

 船長Ｃは、南南東進中、漁具の準備を行い、見張

りを行っていなかったため、衝突するまでＡ船の存

在に気付かなかったものと考えられる。 



原因  本事故は、来島海峡航路東口北東沖において、Ａ船がＢ船を押して北東

進中、Ｃ船が南南東進中、Ａ船及びＣ船とも見張りを行っていなかったた

め、Ａ船とＣ船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




